
背　　景

　 融資金利の引き下げ等

　【マンション長寿命化促進税制】

目　　標
　　

計画期間
計画策定及び認定開始

管理計画の認定基準

　　■ 管理組合の運営
　　■ 管理規約

■ 管理組合の経理
■ 長期修繕計画の作成及び見直し　等

　管理組合によるマンション管理が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションと
して地方公共団体の認定を受けることができる制度。（5年毎の更新）

マンション管理計画認定制度

　令和5（2023）年度～令和9（2027）年度

   令和5（2023）年11月

2023/11/8　　建設部住宅政策課

　■ 区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれることにより、管理水準の維持向上が
　　 図られる。
　■ 適正な管理水準で管理されることで、将来にわたって長く安心して住むことができるマン
         ションとして客観的に評価され、市場価値が高まる。

 　■「【フラット３５】維持保全型」の借入金利を引下げ
 　■「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利を引下げ
 　■「マンションすまい・る債」の利率を上乗せ

郡山市マンション管理適正化推進計画策定の目的 　固定資産税の減額措置

効　　　果

　住宅金融支援機構におけるメリット

　【減額措置の主な要件】

　 令和2(2020)年6月「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」改正
　　　    ◎国による基本方針の策定（令和4年4月1日施行）
　　　　  ◎地方公共団体によるマンション管理適正化の推進（令和4年4月1日施行）

計画策定の背景と目的 認定を受けることによる効果やメリット

　今後、全国的に高経年化したマンションの急激な増大が
見込まれており、老朽化が進行すると、区分所有者等の居
住環境の低下のみならず、周辺の住環境に深刻な影響を及
ぼす恐れがあることから、管理の適正化に向けた施策を強
化・推進し、マンションの管理不全化を未然に防止する必
要がある。

　（※画像は国土交通省ＨＰより引用）　　　

〈地方公共団体による以下の措置を講じる〉
　〇 マンション管理適正化推進計画制度（※1）
　　　→国の基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に
　　　　 関する事項等を定める計画を作成（任意）
　〇 管理計画認定制度（※2）
　　　→適正な管理計画を有するマンションを認定
　〇 管理適正化のための指導・助言等
　　　→管理の適正化のために、必要に応じて管理組合に対して指導・助言等

　国の基本方針を踏まえた施策等基本的な方向性を定め、マンション管理の重要性やその方法につい
て普及啓発を図ることに重点をおいて、関係機関と連携しながら、管理組合の取り組みを積極的に支
援する。

　本市においても、国の動向を踏まえ、マンションの適正な管理と良好な住環境の形成を目的とした
「郡山市マンション管理適正化推進計画」を策定する。

　（※画像は国土交通省ＨＰより引用）

「郡山市マンション管理適正化推進計画」の策定について

            

 〈マンションの管理水準〉
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不適切な管理
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再認定の取得へ(認定の継続) 良質な管理水準の向上・維持

市場価値の向上により、認定

のメリットを実感
管理意識が高まり、自主的

な取り組みの促進

■ 対象マンション 築20年以上かつ10戸以上で管理計画の認定を取得したマンション

※令和3年9月以降に、管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕

積立金を引上げた場合のみ減税の対象。

■ 工事要件 長寿命化工事（屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事）を過去に

1度以上実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に

2回目以降の長寿命化工事を完了していること。

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満

たすマンションが、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

の間に、長寿命化に資する大規模の修繕が行われ、かつ工事

が完了した日から3カ月以内に当該マンションの区分所有者か

ら申告があったものに限り、翌年度分の家屋に係る固定資産

税(当該家屋の住宅1戸当たり床面積100平方メートルに限る)

の3分の1に相当する額の減額を受けることができる。

（※1）

（※2）
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